
 

議

案

第

四

十

六

号 

 
 

 

港

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条 
 

 
 

 
 

 
例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

六

月

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条 
 

 
 

 
 

 

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

港

区

条

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

目

次

中

「

第

五

十

一

条

・

第

五

十

二

条

」

を

「

第

五

十

一

条―

第

五

十

二

条

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

条

第

一

項

第

六

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 

六 

満

三

歳

未

満

等

小

規

模

保

育

事

業 

児

童

福

祉

法

第

六

条

の

三

第

十

項

に

規

定

す

る

小

規

模

保

育

事

業

（

同

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

業

を

除

く

。

）

を

い

う

。 

 

第

二

条

第

一

項

中

第

九

号

を

第

十

号

と

し

、

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、

第

六

号

の



 

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 
七 

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業 

児

童

福

祉

法

第

六

条

の

三

第

十

項

に

規

定

す

る

小

規

模

保

育

事

業

（

同

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

業

に

限

る

。

）

を

い

う

。 

 

第

六

条

第

二

項

中

「

同

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

同

条

第

二

号

又

は

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

又

は

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

（

特

定

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

を

除

く

。

）

」

に

改

め

る

。 

 

第

七

条

第

二

項

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

又

は

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育 

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

三

条

第

四

項

第

三

号

イ

⑴

中

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

号

イ

⑵

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

号

ロ

⑴

中

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

号

ロ

⑵

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

二

条

の

見

出

し

中

「

定

員

」

を

「

利

用

定

員

」

に

改

め

る

。 



 

 

第

二

十

五

条

中

「

幼

稚

園

」

を

「

学

校

教

育

法

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

」

に

、

「

学

校

教

育

法

」

を

「 
同

法

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

十

五

条

第

一

項

中

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

の

数

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

同

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

号

又

は

同

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

又

は

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

と

、

「

同

号

」

と

あ

る

の

は

「

同

条

第

二

号

」

」

に

、

「

同

条

第

四

項

第

三

号

ロ

⑴

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

同

条

第

四

項

第

三

号

ロ

⑴

中

「 

教

育

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

号

ロ

⑵

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

同

号

ロ

⑵

中

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

十

六

条

第

一

項

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

の

数

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育



 

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

同

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

条

第

一

号

又

は

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

又

は

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

条

第

四

項

第

三

号

ロ

⑴

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

同

条

第

四

項

第

三

号

ロ

⑴

中

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「 

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

同

号

ロ

⑵

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

同

号

ロ

⑵

中

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

十

七

条

第

一

項

中

「

第

二

十

九

条

に

」

を

「

第

二

十

八

条

に

」

に

、

「

第

三

十

二

条

」

及

び

「

第

三

十

四

条

」

を

「

第

二

十

八

条

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

２ 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

を

行

う

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

除

く

。

）

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

地

域

型

保

育

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

地

域

型

保

育

事

業

を

行

う

事

業

所

ご

と

に

、

当

該

各

号

に

定

め

る

利

用

定

員

を

、

満

一

歳

に

満

た

な

い

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

と

満

一

歳

以

上

の

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

と

に

区

分

し

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

一 

家

庭

的

保

育

事

業

、

満

三

歳

未

満

等

小

規

模

保

育

事

業

及

び

居

宅

訪

問

型

保

育

事

業 

法

第

十

九

条

第



 

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

係

る

利

用

定

員 

 
二 

事

業

所

内

保

育

事

業 

法

第

四

十

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

労

働

者

等

監

護

満

三

歳

未

満

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

係

る

利

用

定

員

及

び

そ

の

他

の

法

第

十

九

条

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

係

る

利

用

定

員 

 

第

三

十

七

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

３ 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

に

限

る

。

）

は

、

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

を

行

う

事

業

所

ご

と

に

、

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

係

る

利

用

定

員

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

第

三

十

九

条

第

二

項

中

「

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

」

の

下

に

「

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

を

除

く

。

）

」

を

、

「

節

」

の

下

に

「

（

第

四

十

三

条

第

一

項

を

除

く

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

四

項

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

前

項

」

を

「

前

二

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

３ 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

に

限

る

。

）

は

、

利

用

の

申

込

み

に

係

る

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

の

数

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

所

を

現

に

利

用

し

て

い

る

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

の

総

数

が

、

当

該

特

定

地

域

型

保

育

事

業

所

の

同

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

の

区

分

に

係

る

利

用

定

員

の

総

数

を

超

え

る

場

合

に

お

い

て

は

、

法

第

二

十

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

認

定

に

基

づ

き

、

保

育

の

必

要

の

程

度

及

び

家

族

等

の

状

況

を

勘

案

し

、

保

育

を

受

け

る



 

必

要

性

が

高

い

と

認

め

ら

れ

る

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

が

優

先

的

に

利

用

で

き

る

よ

う

、

選

考

す

る

も

の

と

す

る

。 

 

第

四

十

条

及

び

第

四

十

一

条

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

四

十

二

条

第

一

項

第

一

号

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

当

該

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

」

の

下

に

「

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

を

除

く

。

第

六

項

、

第

七

項

、

第

十

一

項

及

び

第

十

二

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

「

特

定

地

域

型

保

育

の

提

供

を

」

を

「

特

定

地

域

型

保

育

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

を

除

く

。

第

六

項

、

第

七

項

及

び

第

十

二

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

提

供

を

」

に

改

め

、

「

そ

の

他

の

」

の

下

に

「

法

第

十

九

条

第

三

号

に

掲

げ

る

」

を

加

え

、

同

条

第

七

項

中

「

も

の

に

限

る

。

）

」

の

下

に

「

又

は

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

を

行

う

事

業

所

」

を

加

え

、

同

条

第

十

一

項

を

同

条

第

十

二

項

と

し

、

同

条

第

八

項

か

ら

第

十

項

ま

で

を

一

項

ず

つ

繰

り

下

げ

、

同

条

第

七

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

８ 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

に

限

る

。

）

は

、

第

一

項

本

文

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

連

携

施

設

の

確

保

に

当

た

っ

て

、

同

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

項

に

係

る

連

携

協

力

を

求

め

る

こ

と

を

要

し

な

い

。 

 

第

四

十

三

条

第

一

項

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

」

の

下

に

「

（

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

に

係

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

に

限

る

。

）

」

を

加

え

る

。 

 

第

四

十

六

条

第

七

号

中

「

第

三

十

九

条

第

二

項

」

の

下

に

「

及

び

第

三

項

」

を

加

え

る

。 



 

 

第

四

十

七

条

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 
第

四

十

八

条

の

見

出

し

中

「

定

員

」

を

「

利

用

定

員

」

に

改

め

る

。 

 

第

四

十

九

条

第

二

項

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

る

。 

 

第

五

十

条

中

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

に

限

り

、

特

定

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

第

十

二

条

の

見

出

し

中

「

特

定

教

育

・

保

育

」

と

あ

る

の

は

「

特

定

地

域

型

保

育

」

と

、

同

条

中

「

特

定

教

育

・

保

育

を

」

と

あ

る

の

は

「

特

定

地

域

型

保

育

を

」

と

、

第

十

四

条

の

見

出

し

中

「

施

設

型

給

付

費

」

と

あ

る

の

は

「

地

域

型

保

育

給

付

費

」

と

、

同

条

第

一

項

」

を

「

第

十

四

条

第

一

項

」

に

、

「

読

み

替

え

る

」

を

「

、

第

二

十

五

条

中

「

各

号

（

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

で

あ

る

特

定

教

育

・

保

育

施

設

の

職

員

に

あ

っ

て

は

認

定

こ

ど

も

園

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

、

学

校

教

育

法

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

で

あ

る

特

定

教

育

・

保

育

施

設

の

職

員

に

あ

っ

て

は

同

法

第

二

十

八

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

認

定

こ

ど

も

園

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

）

」

と

あ

る

の

は

「

各

号

」

と

読

み

替

え

る

」

に

改

め

る

。 

 

第

五

十

一

条

第

一

項

中

「

が

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

が

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

の

数

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「

次

条

第

一

項

」

を

「

第

五

十

二

条

第

一

項

」

に

、

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

い

う

。

次

条

第

三

項

」

。

） 



 

の

下

に

「

及

び

第

五

十

二

条

第

三

項

」

を

、

「

こ

の

節

（

」

の

下

に

「

第

三

十

七

条

第

三

項

、

第

三

十

九

条

第

三

項

及

び

」

を

加

え

、

「

含

む

。

次

条

第

三

項

」

を

「

含

む

。

第

五

十

二

条

第

三

項

」

に

改

め

、

「

以

下

こ

の

節

」

の

下

に

「

（

第

四

十

三

条

第

一

項

を

除

く

。

）

」

を

加

え

、

「

同

号

又

は

同

条

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

（

次

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

定

利

用

地

域

型

保

育

を

提

供

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

当

該

特

定

利

用

地

域

型

保

育

の

対

象

と

な

る

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

を

含

む

。

）

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

及

び

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

（

特

定

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

を

除

き

、

第

五

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

定

利

用

地

域

型

保

育

を

提

供

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

当

該

特

定

利

用

地

域

型

保

育

の

対

象

と

な

る

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

を

含

む

。

）

」

に

、

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

」

」

を

「

教

育 

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

（

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

に

係

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

に

限

る

。 

に

、

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

第

五

十

一

条

の

二 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

に

限

る

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

教

育

認

定

子

ど

も

に

対

し

特

別

利

用

地

域

型

保

育

を

提

供

す

る

場

合

に

は

、

法

第

四

十

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

域

型

保

育

事

業

の

認

可

基

準

を

遵

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

が

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

利

用

地

域

型

保

育

を

提

供

す

る

場

合

に

は

、

当

該

特

別

利

用

地

域

型

保

育

に

係

る

教

育

認

定

子

ど

も

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

所

を

現

に

利

用

し

て

い

る

）

」

」 



 

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

の

総

数

が

、

第

三

十

七

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

利

用

定

員

の

数

を

超

え

な

い

も

の

と

す

る

。 

３ 
特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

が

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

利

用

地

域

型

保

育

を

提

供

す

る

場

合

に

は

、

特

定

地

域

型

保

育

に

は

特

別

利

用

地

域

型

保

育

を

、

地

域

型

保

育

給

付

費

に

は

特

例

地

域

型

保

育

給

付

費

を

、

そ

れ

ぞ

れ

含

む

も

の

と

し

て

、

こ

の

節

（

第

三

十

七

条

第

二

項

、

第

三

十

九

条

第

二

項

及

び

第

四

十

条

第

二

項

を

除

き

、

第

五

十

条

に

お

い

て

準

用

す

る

第

八

条

か

ら

第

十

四

条

ま

で

（

第

十

条

及

び

第

十

三

条

を

除

く

第

十

七

条

か

ら

第

十

九

条

ま

で

及

び

第

二

十

三

条

か

ら

第

三

十

三

条

ま

で

を

含

む

。

）

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

三

十

九

条

第

三

項

中

「

第

十

九

条

第

二

号

」

と

あ

る

の

は

「

第

十

九

条

第

一

号

」

と

、

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

認

定

子

ど

も

又

は

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

こ

ど

も

」

と

、

「

同

号

」

と

あ

る

の

は

「

法

第

十

九

条

第

二

号

」

と

、

「

法

第

二

十

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

認

定

に

基

づ

き

、

保

育

の

必

要

の

程

度

及

び

家

族

等

の

状

況

を

勘

案

し

、

保

育

を

受

け

る

必

要

性

が

高

い

と

認

め

ら

れ

る

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

が

優

先

的

に

利

用

で

き

る

よ

う

、

」

と

あ

る

の

は

「

抽

選

、

申

込

み

を

受

け

た

順

序

に

よ

り

決

定

す

る

方

法

、

当

該

特

定

地

域

型

保

育

事

業

者

の

保

育

に

関

す

る

理

念

、

基

本

方

針

等

に

基

づ

く

選

考

そ

の

他

公

正

な

方

法

に

よ

り

」

と

、

第

四

十

三

条

第

一

項

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

（

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

に

係

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

に

限

る

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

（

特

別

利

用

地

域

型

保

育

の

対

象

と

な

る

教

育

認

定

子

ど

も

に

係

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

を

除

く

。

）

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

第

二

十

九

条

第

三

項

第

一

号

に

掲

。

）

、 



 

げ

る

」

と

あ

る

の

は

「

第

三

十

条

第

二

項

第

二

号

に

内

閣

総

理

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

」

と

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

項

」

と

、

同

条

第

四

項

中

「

前

三

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

二

項

」

と

、

「

掲

げ

る

費

用

」

と

あ

る

の

は

「

掲

げ

る

費

用

及

び

食

事

の

提

供

（

第

十

三

条

第

四

項

第

三

号

イ

又

は

ロ

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

に

要

す

る

費

用

」

と

、

同

条

第

五

項

中

「

前

各

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

三

項

」

と

す

る

。 

 

第

五

十

二

条

第

一

項

中

「

が

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

（

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

者

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

が

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

の

数

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「 

同

条

第

三

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

（

前

条

第

一

項

」

を

「

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

（

第

五

十

一

条

第

一

項

」

に

、

「

法

第

十

九

条

第

一

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

教

育

認

定

子

ど

も

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

」

」

を

「

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

（

満

三

歳

未

満

保

育

認

定

子

ど

も

に

係

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

保

護

者

に

限

る

。

）

」

」

に

、

「

法

第

十

九

条

第

二

号

に

掲

げ

る

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

に

該

当

す

る

教

育

・

保

育

給

付

認

定

子

ど

も

」

を

「

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

」

に

、

「 

令

第

四

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

を

い

う

。

」

を

「

特

定

満

三

歳

以

上

保

育

認

定

子

ど

も

を

除

く

。

」

に

改

め

る

。 

。

） 



 

 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 
明

） 

 

児

童

福

祉

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

一

部

の

施

行

に

伴

う

こ

ど

も

家

庭

庁

関

係

内

閣

府

令

の

整

備

等

に

関

す

る

内

閣

府

令

（

令

和

八

年

内

閣

府

令

第

三

号

）

の

施

行

に

よ

る

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

並

び

に

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

施

設

等

の

運

営

に

関

す

る

基

準

（

平

成

二

十

六

年

内

閣

府

令

第

三

十

九

号

）

の

一

部

改

正

を

踏

ま

え

、

満

三

歳

以

上

限

定

小

規

模

保

育

事

業

に

係

る

運

営

基

準

の

追

加

等

を

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


